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愛着の念、tてあ った と恩われる。かれは 「唯一の所有者たるデスポッ トJをアジア的農業共同体

とかみ合わせよろと努力し ，そしてついに満足するK足る結論を得られ在かった。 ζれとそ『

諸形態』をあえて白から 「ねずみの歯の批判にゆだねjた根本的在理由ではなかったろ今 か。

中 国の 人民 警 察

隅野隆徳

とのたび第一回日中青年友好大交流K参加して ，一カ月にわたり ，中国各地で ，中国の青年

のみならず多〈の中国人民と交流をi深める機会をえた。その間 ，私もその一員である日本の青

年法律家代表団の一行は ，大交流の一環と して． 中国の法律事情についていろいろ見聞する機

会をもった。それtては ，裁判所 ．監獄 ，人民主警察 ，大学等がある。その中 ，本稿では ，人民警

察Uてついて紹介してみる ζ とKする。

中国との間Kは，今日も左な国交が正常化されていないとい今異常左関係が続いているが，

法律界では ．その中にあって ，とれまでKいく度かの相E交流を進めてきた。その成果は日本

ではすでKいろいろと紹介されている。 （たとえば ，「中国の法と社会」1960年 ，「法律家の

みた中国」1965年）それらを通じて， 中国の法律事情は一般的にある程度ま では知られてL、る。

ただ ，その中で ，とれまで文献的陀もあまり知られてい左かったものとして， 警察等の公安機

関の問題がある。今回 ，私たちの希望が入れられて， 人民警察との座談会を北京で開くととが

できた。ただし ，事前の十分な打合わせができず ，突然であったため ，人民警察制度全体につ

いての紹介はえられず，もつばら末端の機関の活動の紹介であった。あるいは ，そのために，

末端の警察機関と人民大衆との結びつきの問題がより 明確に提示されている ，と もいえよう。

座談会は ，8月28日，北京民族飯店で ，北京市天橋派出所所長彰宝生氏の他， 戸籍巡査2名

交通巡査 ，消防巡査各 1名の出席をえて行なわれた。その時の説明と質問なよび解答を整理す

ると，次のとな bでるる。

(1）人民警察の成立

北京では，1949年の解放後 ，旧警察制度を粉砕し，農村・工場 ・学校から新しい革命的人材

を登用 して，新しい警察をつくりあげていっ た。総称して，人民主事察とい勺。そζK旧来の拠

察官が留用された例は ，出席者の知る限りではない。 旧警察官はその後 ，思想、改造されていっ

た。
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(2）機構

人民笹察には戸籍警察 ．交通警察．消防警察の三部門がある。国務院公安部のもとK，省で

は公安庁，直轄市である北京市では公安局がある。以下 ，北京市では区公安分局 ，地区公安派

出所がある。派出所が公安機関の基礎組織で ，ぞとK戸籍警察がある。交通警察 ・消防警察は

派出所Kはなく ，市公安局 ，区公安局に所属している。天橋派出所Kは ，その地区の住民約

58ρDO人K対 し， 所長以下20名の警察官がL、る。

職務は ，戸籍警察は主として戸籍管理と治安管理に当るが， その他 ，人民の要求K応じ多種

多様の仕事がある。交通警察は交通秩序の維持と指揮に ，消防警察は火災の予防と消火K当る。

警察は ピストノレ等の武器をもっているが ，普通携帯していなL、。なな ，工場 ・橋 ・監獄等の

入口に銃を もって警備しているのは ，人民解放軍の一部である公安部隊である。

(3） 活動状況

毛沢東思想K基づいて ，敵対階級への独裁と同時に ，人民大衆への奉仕といちことを基本原

則に している。天橋派出所管轄地区で ，現在改造されつつある地主 ・反革命分子が21名いるが

最近何年もの間 ，反革命活動は発生してい左い。また ，人民内部の矛盾の解決にあたっては ，

人民大衆K依拠し ，説得 。指導を主Kして活動している。

そのよ勺 左具体例と して ，同派出所管轄内に住む地主の改造があげられる。その地主は ，解

放前 ，北京市郊外K広大な土地をもち，そ ζで農民をさく取 し，また市内K住んでは ，水道を

支配 して大衆Uてさまざまな圧迫を加えた。解放後 ，土地を没収され ，地主分子として管理され

たが，彼は引続き地主の地位を是認し，自らの罪悪を認めず ，また土地の過少申告な どの不正

行為をした。そζ で警察は ，彼の小作人であった農民や彼の周囲の大衆の批判を通じて ，彼に

自らの葬を認めさせた。それと ともに彼の，思想改造のために ，彼κ対 して大衆Kより組をつく

り，改造の管理に当らせた。また彼自らには労働を通じて 自らの力で改造していくよろにさせ

た。その他 ，小学校教員をしている ，進歩的思想、の彼の娘を通じても働きかけた。そのような

中で ，Lぺつかの段階を経て ，改造が進み ，今では彼は自ら労働する人間Kなっている。

その他 ，戸籍警察K関して の事例として ，しばしば窃盗行為をする少年に対して ，家庭 ，学

校教師 ，同級の少年先鋒隊員と結合して ，ついK改善させたこ と，また ，解放前 ，子供の時に

生活苦から売られた農民の親探しに ，霊安察が市内の老人をつてに一ヵ月 もかかって成功したと

となどカlある。

また ，交通警察については ，北京市の交通状態は良好で ，交通事故は少なL、。

と今した警察の活動は ，大衆K依拠するととも K，いつも大衆の監視を受ける。大衆の意見

を開き，検討する。そのためK，と (v'C, 1年V[，月間 ，「愛民月間」を設け ，その間 ，警察

側では大衆Kとく K奉仕する と同時に ，警察官の一人一人K対 して大衆の意見を出 してもら号。

ぞ九を検討 し，仕事の上で欠点、があれば ，反省する。そして警察 と大衆との結びつきを強め ，

人民民主独裁を強化してL、〈 。
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以上のよ今な中国の人民警察の問題について， とれを基(I[.文献的 ，資料的K追究すると とは

現在のととろ ，その余裕をもたないが ，ただ，今度の中国滞在中の印象とも合わせ考えると ，

次のよ ろな点を指摘すると とができる。

第一陀 ，中国では ，たとえば日本とちがって ．瞥察官の数が少なく ，国家の笹察活動は相対

的陀少な いよ弓である。それでいて社会秩序はよく安定している。街の中で警察のパトローノレ

姿を見かけると とはほとんど左かった。また交通警察の面でも ，都市も農村も ，大巾な道路が

十介K延びていて， 都市建設計画が発展しているためK，人も車も悠々と往来して必り ，交通

事故の起とる礎地がきわめて 少ないよ勺に思われる。 とうしたと とは ，中国Kないて犯罪件数

の少左 いとと にもあらわれている。北京市監獄を訪問 したとき受けた説明Kよると ，北京市は

人口700万 ，そζK監獄は一つで ，入車在者は1880名 ，その中40%が台湾系のスパイ 活動その他． の反革命犯罪者で 他の6附 1ー酬事事件犯罪者となっている。後者は 窃盗が相対的に多

〈，その他，汚職 ，どろっき ，虐待等の犯罪者である。そ して， 全般的K犯罪は減少している

とL、句。

と今したと との根底には ，中固にかける社会主義建設が進む中で，人民の生活は安定し， さ

らに将来に対する希望と確信にみちているとL、今現実がある。たしかに現在中国人民の一般の

生活は ．たとえば日本の中流程度の もの と比べて も質素左ものがある。 しか し，それは ，大部

分の中国人民陀 とって ，解放前のさ〈 取され抑圧されていた生活と比べると ，まさに飛躍的在

進歩 ・向上左のであるのしかも ，ぞれは現在で もきわめて安定 している。労働者の平均賃金は

6口元から70元〈らい（ 1元は 日本の約 160円に相当する 〕であるが，食費は 1口元から 15

元くらい ，住宅費は 5元くらいである。食料品は街K豊富にあ b.住宅はま だ解放前のが残っ

ているものの ，労働者用アパートが次々K建てられている。また病気は国家負担で左なして も

らえ，老人になって定年退職すれば賃金の70%を一生も らえる。そ して a労働者の首切りやイ

ンフレーションはなく ，物価はむしろ下がる傾向Kあるから ，人民の生活は質素であるが， 非

常K安定している。しかも ，中国は，その豊かな自然資源を基K，自力更生の原則をかかげて． 社会主義建設をな し進めている。それは ，解放後も引き続き 朝鮮戦争，ソ速の技術援助引き

あげ，自然大災害等々の困難な事態をのり ζえてきたためK，前途K対寸る自信と希望陀みち

ている。ぞとでは ，犯罪や社会不安の根本的な社会的原因が除去されているといえる。

第二K，笹察権を行使する場合でも ，権力的K直接規制するととは少な 〈，説得と教育の方

法がよくとられている。たとえば，1957年の治安管理処罰条例陀よる処罰はあまり使われてい

ないとのととであった。法Uてよる強制とい今 ζ とより も，む しろ，相手方の自覚 ・反省を気長

に待つというやり方である。それには ，警察だけの力で在〈 ，人民大衆の協力。参加が必要で

ある。そのととは ，中国で（r;j:，笹察がもはや人民大衆を政治的K抑圧する権力機関としてでは

なく ，人民大衆に奉仕する機関として存在する ととK基礎をもっている。警察では ，また大衆

の批判を受ける。その点で，中国では ，幹部下放といって ，最高幹部から下層幹部にいたるま
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で ，一年に一月は必ず，大衆とと もK労働するな どして ，大衆の批判とテストを受ける ととが

行なわれているととが注目される。ぞれは ，幹部が大衆から遊離して ，修正主義化 ・特権イヒし

てい〈ととを防ぐため陀強調されている。それとと もに ，人民大衆の方では ，そ勺 した警察活

動への協力 ・参加を受けいれる組織的基盤と思想的準備をもっている。中国人民は ，人民公社

職場 ，学校などさまざまなノレート を通じて組織されてな り，そとでの組織的な教育と討論K基

づいて ，積極的に組紗冶句行動をする。それを支えるものは ，毛沢東思想の教育と学習であり．

それを指導する共産党の組織である。そのも とK，中国人民自身が大きな力を もち，自ら社会

秩序をつくり ，維持 しているζ とが感 じられる。

〔所報〕

本年度所員総会は去る 12月 1 1日神田第二会議室にて開刃通れた。第 1部はとのほど中華人

民共和国視察から帰国された小林義雄氏による「中国の社会主義建設の諸特徴Jとい今テー7

の報告を聞き ，次いで第 2部の総会議事κ入った。議題は（1）会計監査委員の選出 ，（2）研究成巣

の刊行について ，（3）本年度研究費の配分について ，（4）その他であった。会計監査委員に万場一

致で平館利雄氏が選出された。研究成果の刊行については ，社会科学研究所 『年報』を ，全一

附（450～460頁程度）で刊行することが認められたわ本年度研究費の配分については，本年

度は 「個人研究」を設けることが縫認され，従来のグループ併究に各 1万円が支給されたほか

森田桐郎 ，佐々木亨 ，加藤幸三郎 ，栄木安延 ，加凝佑治の各所員に各5万円（来年度分もふく

めて）が支給されることになった。なお個人研究該当者は2年以内に釧究成果を提出する義務

を負 うことも縫認された〔詳細は次号でご報告する）。

く所報＞

本年最後の『月報』 をなとどけする。今年も “原稿集め ”K悪戦苦闘をつづけたが，今にな

ってみると楽しい（？）思い出と在って〈 る。今回は望月氏の労作と隅野氏の中国視察の成果をい

ただいた。なな〔 所報 〕にある小林義雄氏の報告も焦点をしぼって月報K掲載 して頂〈予定で

ある。来年を一段の飛躍の年としたL、。 所員諸兄の健闘を祈る。

（加藤（幸）．加藤（祐〕 記 ）
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